


































































































県費負担教職員の給与負担等の移譲に関する財政措置について 

平成２５年９月 
指定都市市長会 

 

標記のことについて、指定都市市長会として、以下の通り提案する。 

 

 

○「義務付け・枠付けの第４次見直し」（平成２５年３月１２日閣議決定）及び 

第３０次地方制度調査会答申（平成２５年６月２５日）を踏まえ、指定都市

への県費負担教職員の給与負担等の移譲を実現するため、財政措置について

関係道府県等と早急に合意形成を図る必要がある。 

 

○財政措置の中心は、受益と負担の関係を明確にする観点及び自主的・自立的

な財政を確立する観点から、税源移譲とする。その上で、税交付金の追加交

付により補完する。 

 

※三位一体の改革における義務教育費国庫負担金の一部等の一般財源化に際しては、国から道府県

に対して、所得税から道府県民税への税源移譲がなされている。 

 

※税源移譲等によってすべての指定都市の所要額を過不足なく調整することは現実的に不可能であ

るため、地方交付税（臨時財政対策債を除く）による財源保障及び財源調整と適切に組み合わせ

ることが必要不可欠である。 

 

○税源移譲と税交付金の追加交付を合わせた税源配分の見直し規模は、指定都

市の一般財源の構成比を踏まえ、現在道府県で負担している経費の８割に相

当する規模とする。 

 

（参考）指定都市の一般財源の構成比（平成２３年度決算） 

地方税等   ７９．０％（５兆４，３５５億円） 

地方交付税等 ２１．０％（１兆４，４６９億円） 

 

○移譲税目は、税収の規模や安定性、受益と負担の関係、納税者・行政双方の

事務負担等の観点から、道府県民税所得割とする。その上で、地方消費税交

付金の追加交付により補完する。 

 

○以上を踏まえ、現在関係道府県から情報提供されている所要額を前提として、

「道府県民税所得割の税率２％分の移譲」及び「地方消費税交付金の追加交

付（現交付額の７０％相当額）」を行う。 

平成 25 年 10 月 1 日 大都市行財政制度特別委員会 財政局配付資料 

「指定都市の「平成 26 年度大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望（通称：青本）」について」参考資料 



 
（参考） 

 

１ これまでの経緯について 

  平成 25年３月に「義務付け・枠付けの第４次見直し」が閣議決定され、県費負担教職員

の給与等の負担等について、指定都市へ移譲する方針となりました。 

  ６月の地方制度調査会の答申では、県費負担教職員の給与負担等まとまった財政負担が生

じる場合には、税源の配分も含めて財政措置のあり方を検討するとともに、指定都市側と関 

係道府県側の合意形成が必要とされました。 

  これらを受け、７月の指定都市市長会議においては、９月末ごろまでに考え方を整理しつ

つ、関係省庁及び関係道府県との協議を進めることが確認されましたので、指定都市は、移

譲に向けた財政措置について提案をとりまとめ、関係道府県と協議を行うことになりました。 

 
２ 指定都市の財政措置に関する提案について 

指定都市市長会として、下記の内容で道府県に提案しています。 

この提案内容をもとに関係道府県との協議を開始し、早期に道府県側と合意した上で、関連法

案が２６年通常国会に提出できるよう、調整を進めていきます。 

 

◆指定都市提案の概要 

一般財源に占める地方税と地方交付税の割合は、指定都市で８：２となってい

ることを踏まえ、現在道府県で負担している経費の８割に相当する規模で、税源

の移譲を求めていく。 
 

そのうえで、具体的な移譲税目・料率としては、 

○道府県民税所得割からの税源移譲 税率２.０％分 

     ・・・現行 県４％：市６％ ⇒ 移譲後 県２％：市８％ 

○地方消費税交付金（県税交付金）追加交付 ７０％相当 

・・・移譲後 現行の交付額の 1.7倍 

 

 

＜参考 一般財源の構成比＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定都市合計 指定都市所在の道府県合計

６兆８，８２４億円 １４兆６，５９２億円

地方税等 地方交付税等

７９．０％ ２１．０％

地方税等 地方交付税等

５兆４，３５５億円 １兆４，４６９億円

（数値はいずれも平成２３年度決算ベース）

８兆４，８５６億円 ６兆１，７３６億円

５７．９％ ４２．１％

地方税等：地方交付税等

８：２
地方税等：地方交付税等

６：４




